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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
貨
物
油
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
等
の
排
出
基
準
）

（
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
貨
物
油
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
等
の
排
出
基
準
）

第
一
条
の
九

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
貨
物
油
を
含
む
水
バ

第
一
条
の
九

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
貨
物
油
を
含
む
水
バ

ラ
ス
ト
等
の
排
出
（
次
項
に
規
定
す
る
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
を
除
く
。
）
に
係
る
同

ラ
ス
ト
等
の
排
出
（
次
項
に
規
定
す
る
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
を
除
く
。
）
に
係
る
同

条
第
三
項
の
油
分
の
総
量
、
油
分
の
瞬
間
排
出
率
、
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関

条
第
三
項
の
油
分
の
総
量
、
油
分
の
瞬
間
排
出
率
、
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関

し
政
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
出
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、

し
政
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
出
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る

三

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る

領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
（
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に
あ

領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
（
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に
あ

つ
て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み
な
し
て
引
か
れ
る
同
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を

つ
て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み
な
し
て
引
か
れ
る
同
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を

測
定
す
る
た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海

測
定
す
る
た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海

岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二

岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二

分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に
至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南
緯
十
一
度
東

分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に
至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南
緯
十
一
度
東

経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の

経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の

点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十
二
度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経
百
四
十
三
度
五
十

点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十
二
度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経
百
四
十
三
度
五
十

二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三
十
分
の
点
、
南
緯
十
三
度
東
経
百
四

二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三
十
分
の
点
、
南
緯
十
三
度
東
経
百
四

十
四
度
の
点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十
六
度
の
点
、
南
緯
十
八
度
東
経
百
四
十

十
四
度
の
点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十
六
度
の
点
、
南
緯
十
八
度
東
経
百
四
十

七
度
の
点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
三
度
の
点
及
び
南
緯
二
十
四
度
四
十
二

七
度
の
点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
三
度
の
点
及
び
南
緯
二
十
四
度
四
十
二

分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う
。
別
表
第
二
、
別
表

分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う
。
別
表
第
二
の
二
及

第
二
の
二
及
び
別
表
第
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の

び
別
表
第
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
る

線
を
超
え
る
海
域
（
一
般
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
排
出
す
る
こ
と
。

海
域
（
一
般
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
排
出
す
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

一

南
極
海
域
以
外
に
お
け
る
排
出

一

南
極
海
域
以
外
に
お
け
る
排
出

船
舶
及
び
ふ
ん
尿
等
の
区

排
出
海
域
に
関
す
る
基
準

排
出
方
法
に
関
す
る

船
舶
及
び
ふ
ん
尿
等
の
区

排
出
海
域
に
関
す
る
基
準

排
出
方
法
に
関
す
る

分

基
準

分

基
準
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一

国
際
航
海
に
従
事
す

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
（

イ

海
面
下
に
排
出

一

国
際
航
海
に
従
事
す

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か

イ

海
面
下
に
排
出

る
船
舶
（
総
ト
ン
数
四

海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条

す
る
こ
と
。

る
船
舶
（
総
ト
ン
数
四

ら
そ
の
外
側
十
二
海
里
の
線
を

す
る
こ
と
。

百
ト
ン
以
上
又
は
最
大

約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を
測

ロ

当
該
船
舶
の
航

百
ト
ン
以
上
又
は
最
大

超
え
る
海
域

ロ

当
該
船
舶
の
航

搭
載
人
員
十
六
人
以
上

定
す
る
た
め
の
基
線
（
別
表
第

行
中
（
対
水
速
度

搭
載
人
員
十
六
人
以
上

行
中
（
対
水
速
度

の
も
の
に
限
る
。
次
号

一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に

四
ノ
ッ
ト
以
上
の

の
も
の
に
限
る
。
次
号

四
ノ
ッ
ト
以
上
の

並
び
に
第
二
号
の
表
第

あ
つ
て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み

速
度
で
航
行
す
る

並
び
に
第
二
号
の
表
第

速
度
で
航
行
す
る

一
号
及
び
第
二
号
に
お

な
し
て
引
か
れ
る
同
条
約
に
規

場
合
を
い
う
。
）

一
号
及
び
第
二
号
に
お

場
合
を
い
う
。
）

い
て
同
じ
。
）
か
ら
排

定
す
る
領
海
の
幅
を
測
定
す
る

に
排
出
す
る
こ
と

い
て
同
じ
。
）
か
ら
排

に
排
出
す
る
こ
と

出
さ
れ
る
ふ
ん
尿
又
は

た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た
だ

。

出
さ
れ
る
ふ
ん
尿
又
は

。

船
舶
内
に
あ
る
診
療
室

し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の

船
舶
内
に
あ
る
診
療
室

そ
の
他
の
医
療
が
行
わ

北
東
海
岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度

そ
の
他
の
医
療
が
行
わ

れ
る
設
備
内
に
お
い
て

東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
か

れ
る
設
備
内
に
お
い
て

生
ず
る
汚
水
（
以
下
単

ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東

生
ず
る
汚
水
（
以
下
単

に
「
汚
水
」
と
い
う
。

経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に

に
「
汚
水
」
と
い
う
。

）
で
あ
つ
て
、
国
土
交

至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南

）
で
あ
つ
て
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
技
術

緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八

通
省
令
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
に
適
合
す
る

分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分

上
の
基
準
に
適
合
す
る

ふ
ん
尿
等
排
出
防
止
設

東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の

ふ
ん
尿
等
排
出
防
止
設

備
の
う
ち
国
土
交
通
省

点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十
二

備
の
う
ち
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
装
置
（
次

度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経

令
で
定
め
る
装
置
（
次

号
並
び
に
第
二
号
の
表

百
四
十
三
度
五
十
二
分
の
点
、

号
並
び
に
第
二
号
の
表

第
一
号
及
び
第
二
号
に

南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三

第
一
号
及
び
第
二
号
に

お
い
て
「
ふ
ん
尿
等
排

十
分
の
点
、
南
緯
十
度
四
十
一

お
い
て
「
ふ
ん
尿
等
排

出
防
止
装
置
」
と
い
う

分
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南

出
防
止
装
置
」
と
い
う

。
）
に
よ
り
処
理
さ
れ

緯
十
三
度
東
経
百
四
十
五
度
の

。
）
に
よ
り
処
理
さ
れ

て
い
な
い
も
の

点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十

て
い
な
い
も
の

六
度
の
点
、
南
緯
十
七
度
三
十

分
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
南

緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
二
度

五
十
五
分
の
点
、
南
緯
二
十
四

度
三
十
分
東
経
百
五
十
四
度
の

点
及
び
南
緯
二
十
四
度
四
十
二

分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の

点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う
。
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以
下
こ
の
表
、
別
表
第
二
の
二

及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ

。
）
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里

の
線
を
超
え
る
海
域

二

国
際
航
海
に
従
事
す

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か

前
号
下
欄
イ
及
び
ロ

二

国
際
航
海
に
従
事
す

す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か

前
号
下
欄
イ
及
び
ロ

る
船
舶
か
ら
排
出
さ
れ

ら
そ
の
外
側
三
海
里
の
線
を
超

に
掲
げ
る
排
出
方
法

る
船
舶
か
ら
排
出
さ
れ

ら
そ
の
外
側
三
海
里
の
線
を
超

に
掲
げ
る
排
出
方
法

る
ふ
ん
尿
又
は
汚
水
で

え
る
海
域

に
よ
り
排
出
す
る
こ

る
ふ
ん
尿
又
は
汚
水
で

え
る
海
域

に
よ
り
排
出
す
る
こ

あ
つ
て
、
ふ
ん
尿
等
排

と
。

あ
つ
て
、
ふ
ん
尿
等
排

と
。

出
防
止
装
置
に
よ
り
処

出
防
止
装
置
に
よ
り
処

理
さ
れ
た
も
の
（
ふ
ん

理
さ
れ
た
も
の
（
ふ
ん

尿
等
排
出
防
止
装
置
の

尿
等
排
出
防
止
装
置
の

う
ち
国
土
交
通
省
令
で

う
ち
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
装
置
に
よ
り
浄

定
め
る
装
置
に
よ
り
浄

化
す
る
こ
と
に
よ
り
処

化
す
る
こ
と
に
よ
り
処

理
さ
れ
た
も
の
を
除
く

理
さ
れ
た
も
の
を
除
く

。
）

。
）

三

国
際
航
海
に
従
事
し

特
定
沿
岸
海
域

イ

粉
砕
し
て
排
出

三

国
際
航
海
に
従
事
し

特
定
沿
岸
海
域

イ

粉
砕
し
て
排
出

な
い
船
舶
（
最
大
搭
載

す
る
こ
と
。

な
い
船
舶
（
最
大
搭
載

す
る
こ
と
。

人
員
百
人
以
上
の
も
の

ロ

海
面
下
に
排
出

人
員
百
人
以
上
の
も
の

ロ

海
面
下
に
排
出

に
限
る
。
）
か
ら
排
出

す
る
こ
と
。

に
限
る
。
）
か
ら
排
出

す
る
こ
と
。

さ
れ
る
ふ
ん
尿
で
あ
つ

ハ

当
該
船
舶
の
航

さ
れ
る
ふ
ん
尿
で
あ
つ

ハ

当
該
船
舶
の
航

て
、
国
土
交
通
省
令
で

行
中
（
対
水
速
度

て
、
国
土
交
通
省
令
で

行
中
（
対
水
速
度

定
め
る
技
術
上
の
基
準

三
ノ
ッ
ト
以
上
の

定
め
る
技
術
上
の
基
準

三
ノ
ッ
ト
以
上
の

に
適
合
す
る
ふ
ん
尿
等

速
度
で
航
行
す
る

に
適
合
す
る
ふ
ん
尿
等

速
度
で
航
行
す
る

排
出
防
止
設
備
の
う
ち

場
合
を
い
う
。
別

排
出
防
止
設
備
の
う
ち

場
合
を
い
う
。
別

国
土
交
通
省
令
で
定
め

表
第
三
に
お
い
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め

表
第
三
に
お
い
て

る
装
置
に
よ
り
処
理
さ

同
じ
。
）
に
排
出

る
装
置
に
よ
り
処
理
さ

同
じ
。
）
に
排
出

れ
て
い
な
い
も
の

す
る
こ
と
。

れ
て
い
な
い
も
の

す
る
こ
と
。

特
定
沿
岸
海
域
以
外
の
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定

特
定
沿
岸
海
域
以
外
の
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定

し
な
い
。

し
な
い
。

二

南
極
海
域
に
お
け
る
排
出

二

南
極
海
域
に
お
け
る
排
出

表

（
略
）

表

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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別
表
第
二
の
二
（
第
四
条
、
第
九
条
の
三
関
係
）

別
表
第
二
の
二
（
第
四
条
、
第
九
条
の
三
関
係
）

廃
棄
物
の
区
分

排
出
海
域
に
関
す
る
基
準

排
出
方
法
に
関
す
る

廃
棄
物
の
区
分

排
出
海
域
に
関
す
る
基
準

排
出
方
法
に
関
す
る

基
準

基
準

一

食
物
く
ず

甲
海
域
、
南
極
海
域
の
う
ち
領
海
の
基

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

一

食
物
く
ず

甲
海
域
、
南
極
海
域
の
う
ち
領
海
の
基

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

線
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里
以
遠
の
海

排
出
方
法
に
よ
り
排

線
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里
以
遠
の
海

排
出
方
法
に
よ
り
排

域
及
び
海
洋
施
設
等
周
辺
海
域
（
す
べ

出
す
る
こ
と
。

域
及
び
海
洋
施
設
等
周
辺
海
域
（
す
べ

出
す
る
こ
と
。

て
の
国
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ
の
外
側

イ

灰
の
状
態
に
し

て
の
国
の
領
海
の
基
線
（
海
洋
法
に
関

イ

灰
の
状
態
に
し

十
二
海
里
の
線
を
超
え
る
海
域
に
あ
る

て
排
出
す
る
こ
と

す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る
領
海

て
排
出
す
る
こ
と

船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
係
る
も
の
に
限

（
以
下
「
焼
却
式

の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
（
別
表

（
以
下
「

焼
却

る
。
）

排
出
方
法
」
と
い

第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に
あ
つ

式
排
出
方
法
」
と

う
。
）

て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み
な
し
て
引
か

い
う
。
）

ロ

国
土
交
通
省
令

れ
る
同
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を

ロ

国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
技
術
上

測
定
す
る
た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た

で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
に
適
合
す

だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東

の
基
準
に
適
合
す

る
粉
砕
装
置
で
処

海
岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十

る
粉
砕
装
置
で
処

理
し
て
排
出
す
る

二
度
八
分
の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四

理
し
て
排
出
す
る

こ
と
（
以
下
「
粉

十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点

こ
と
（
以
下
「
粉

砕
式
排
出
方
法
」

に
至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南
緯
十

砕
式
排
出
方
法
」

と
い
う
。
）
。

一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
、
南

と
い
う
。
）
。

緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五

十
五
分
の
点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十

二
度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経
百
四

十
三
度
五
十
二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東

経
百
四
十
四
度
三
十
分
の
点
、
南
緯
十

度
四
十
一
分
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、

南
緯
十
三
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、

南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十
六
度
の
点
、

南
緯
十
七
度
三
十
分
東
経
百
四
十
七
度

の
点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
二

度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
二
十
四
度
三

十
分
東
経
百
五
十
四
度
の
点
及
び
南
緯

二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度

十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う

。
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
三
に
お
い
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て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
外
側
十
二
海
里

の
線
を
超
え
る
海
域
に
あ
る
船
舶
又
は

海
洋
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）


